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行動計画策定指針（抜粋）  

 

一  背景及び趣旨  

１  背景  

次世代育成支援対策においては、国民が、希望どおりに働き、また、結婚、

出産、子育ての希望を実現することができる環境を整え、人々の意識を変え

ていくことにより、少子化と人口減少を克服することを目指す総合的な政策

の推進が重要である。  

次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するため、平成 15年７月に次世代

育成支援対策推進法（平成 15年法律第  120号。以下「法」という。）が制定

され、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定することを通じて、次世代

育成支援対策の推進を図ってきたところである。  

また、法とほぼ同時に制定された少子化対策基本法（平成 15年法律第  133

号）に基づき、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱とし

て、平成 16年６月には「少子化社会対策大綱」が、またその後、平成 22年１

月には「子ども・子育てビジョン」（以下「ビジョン」という。）が閣議決

定され、各般の取組が実施されてきた。ビジョンでは、子どもと子育てを応

援する社会の実現に向けて、経済面の支援と保育サービス等の基盤整備との

バランスのとれた総合的な子育て支援を推進する一環として、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）のための働き方の改革についても、平成

22年度から平成 26年度までの５年間を目途として目指すべき施策内容と数値

目標を定め、目標の達成に向けて取り組むこととされた。  

また、平成 19年 12月に策定された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」（以下「憲章」という。）及び「仕事と生活の調和推進の

ための行動指針」（以下「行動指針」という。）については、平成 22年６月、

その後の施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえて新たな視点や取組を盛り込

んだ内容に改定され、これらを踏まえ、健康で豊かな生活のための時間が確

保できる社会や、多様な働き方・生き方が選択できる社会などの実現に向け

た取組が進められてきている。  

その後、特に子ども・子育て支援の分野については、質の高い幼児期の学

校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における

子ども・子育て支援の充実等を図るため、子ども・子育て支援法（平成 24年

法律第 65号。以下「支援法」という。）の制定のほか、就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律

（平成 24年法律第 66号）及び児童福祉法（昭和 22年法律第  164号）の改正を

含めた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 24年 法 律 第 67号 。 ３ に お い て 「 整 備 法 」 と い

う。）が成立し、子ども・子育て支援の新たな制度（以下「子ども・子育て

支援制度」という。）が創設された。  
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さ ら に 、 こ れ ら の 三 つ の 法 律 と 同 時 に 成 立 し た 社 会 保 障 制 度 改 革 推 進 法

（平成 24年法律第 64号）に基づき平成 24年 11月に設置された社会保障制度改

革国民会議において平成 25年８月に取りまとめられた報告書では、社会保障

四分野の一つの少子化対策分野の改革として、「妊娠・出産・子育ての切れ

目ない支援」、「出産・子育てと就業継続の二者択一状況の解決」の必要性

や、「子ども・子育て支援新制度」と「ワーク・ライフ・バランス」を車の

両輪として進めることや子どもの貧困対策への取組の必要性等の認識の下、

子ども・子育て支援制度に基づいた施策の着実な実施や、放課後児童対策の

充実、妊娠期から子育て期にかけての有機的で連続的な支援、育児休業期間

中の経済的支援の強化、中高年世代の地域での子ども・子育て支援における

活躍、社会的養護の一層の取組等の必要性が示された。  

ま た 、 平 成 25年 ６ 月 に は 、 「 少 子 化 危 機 突 破 の た め の 緊 急 対 策 」 （ 以 下

「緊急対策」という。）が少子化社会対策会議決定され、子育て支援、働き

方改革の一層の強化とともに、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」

や、多子世帯への支援、「産後ケア」の強化等を進めていくこととされたと

ころである。  

こ う し た 中 、 国 、 地 方 公 共 団 体 、 企 業 の 各 々 が 法 に 基 づ く 10年 間 の 計 画

的・集中的な次世代育成支援対策の取組を実施することにより、例えば合計

特殊出生率については、平成 17年に 1.26と過去最低を記録したのに対し、平

成 25年には 1.43となり、仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等が進む

などの効果が見られたところである。しかしながら、現在、依然として少子

化の流れが変わり、子どもが健やかに生まれ育成される社会が実現したとま

では言えず、次世代育成支援対策の取組を更に充実していく必要がある。  

このため、法の有効期限の 10年間の延長、認定制度の充実等の内容を盛り

込んだ、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援

対策推進法等の一部を改正する法律（平成 26年法律第 28号。以下この１にお

いて「改正法」という。）により、法の一部改正が行われたところである。  

今後は改正法による改正後の法に基づき、認定制度の積極的な活用を促す

ための認知度向上の取組を図りつつ、更なる次世代育成支援対策を推進して

いくとともに、法の施行状況等について検証を行い、必要に応じて、適時、

より実効性のある次世代育成支援対策を推進していくことが重要である。  

また、少子化社会対策基本法に基づき、平成 26年度末を期限とするビジョ

ンに代わる新たな施策の大綱が策定されることとなるが、この中で定められ

る政策目標も踏まえ、その達成に向けた取組を含めて、仕事と生活の調和の

推進に向けた具体的な取組を進めていくことが重要である。  

２  法の趣旨  

法においては、次世代育成支援対策に関し、市町村にあっては法第８条第

１項の市町村行動計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定すること

ができることとされ、都道府県にあっては法第９条第１項の都道府県行動計

画（以下「都道府県行動計画」という。）を策定することができることとさ
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れている。また、国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」と

いう。）であって常時雇用する労働者の数が  100人を超えるものにあっては

法 第 12条 第 １ 項 の 一 般 事 業 主 行 動 計 画 （ 以 下 「 一 般 事 業 主 行 動 計 画 」 と い

う。）を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出ることとされ、常時雇用す

る労働者の数が  100人以下の一般事業主にあっては一般事業主行動計画を策

定し、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めることとされている。さら

に、国及び地方公共団体の機関等（以下「特定事業主」という。）にあって

は、法第 19条第１項の特定事業主行動計画（以下「特定事業主行動計画」と

いう。）を策定することとされている。  

このため、主務大臣は、これらの行動計画の策定に関する指針（以下「行

動計画策定指針」という。）を定めることとされている。  

この行動計画策定指針は、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業

主行動計画及び特定事業主行動計画の指針となるべき、①次世代育成支援対

策の実施に関する基本的な事項、②次世代育成支援対策の内容に関する事項、

③その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項を定めるものである。  

３  支援法との関係  

法は、地方公共団体及び事業主に対し、行動計画の策定を求め、 10年間の

集中的・計画的な取組を進める時限立法であるのに対し、支援法は、社会保

障と税の一体改革の一環として、消費税財源の投入を前提に子ども・子育て

支援の充実を図る恒久法である。  

次世代育成支援対策の中核となる保育サービスや各種の子育て支援事業に

ついては、従来、国が行動計画策定指針の中で定めた参酌すべき標準に基づ

き、市町村行動計画において目標事業量を定めることとされていた。しかし

ながら、支援法の制定に伴い、これらのサービス及び事業に関する定量的な

整備目標は、支援法第 61条第１項に規定する市町村子ども・子育て支援事業

計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）に記載される

こととなったことを踏まえ、整備法により法が改正され、参酌すべき標準に

係る規定が削除されるとともに、市町村行動計画及び都道府県行動計画（以

下「市町村行動計画等」と総称する。）の策定義務が任意化されるなど所要

の改正が行われている。  

すなわち、従来保育サービスや各種の子育て支援事業の推進について法が

果たしてきた役割及び機能は、恒久法たる支援法に引き継がれたのであり、

今後は、これら二つの法律が相まって、市町村行動計画等並びに一般事業主

行動計画及び特定事業主行動計画と、市町村子ども・子育て支援事業計画及

び支援法第 62条第１項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

（四の２において「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）

（以下「子ども・子育て支援事業計画」と総称する。）により、より手厚い

次世代育成支援対策が推進されることになる。  

なお、策定が任意化された市町村行動計画等については、各地域の実情に

応じ、必要な特定の事項のみの作成とすることも差し支えない。  
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また、市町村行動計画等については、子ども・子育て支援事業計画と一体

のものとして策定して差し支えなく、これらの計画の策定手続についても、

一体的に処理して差し支えない。さらに、市町村行動計画等と子ども・子育

て支援事業計画を別のものとして策定する場合における、内容において重複

する部分の記載については、子ども・子育て支援事業計画に基づき支援法第

14条第１項に規定する教育・保育（二の１及び四の２の（１）のオにおいて

「教育・保育」という。）及び支援法第 59条に規定する地域子ども・子育て

支援事業（二の１及び四の２の（１）のオにおいて「地域子ども・子育て支

援事業」という。）を実施する旨記載することとして差し支えない。  

 

二  次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項  

１  基本理念  

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的

責任を有するという基本的認識の下に、家庭、職場その他の場において、子

育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感され

るよ うに 配 慮し て行 われ なけ れ ばな らな い。  また 、 次世 代 育成 支援 対 策の

実施に当たっては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制

の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円

滑な実施を確保するための基本的な指針（平成 26年内閣府告示第  159号。三

の４において「基本指針」という。）の「第一  子ども・子育て支援の意義

に関する事項」に記載された内容を踏まえることが重要である。  

２  行動計画の策定の目的  

地方公共団体及び事業主（特定事業主を含む。）は、本指針に即して次世

代育成支援対策のための 10年間の集中的・計画的な取組を推進するため、そ

れぞれ行動計画を策定し、次世代育成支援対策の実施により達成しようとす

る目標、実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期等を

定めるものとする。  

３  次世代育成支援対策の推進に当たっての関係者の連携・協働  

次世代育成支援対策は、児童福祉、母子保健、商工労働、教育、住宅等の

各分野にまたがるものであり、関係部局が連携して部局横断的に取り組む総

合的な庁内の推進体制を整備することが重要である。その上で、国及び地方

公共団体の間、市町村及び都道府県の間、市町村間並びに国及び地方公共団

体と一般事業主の間の連携等を図り、総合的な体制の下に推進されることが

望ましい。  

このため、行動計画には、それぞれの次世代育成支援対策の推進に当たっ

ての関係者の連携の在り方について定めることが重要である。  

（１）市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携  

市町村及び都道府県は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進

を図るため、例えば、首長を本部長又は責任者として少子化対策推進本部

等を設置するなど全庁的な体制の下に、行動計画の策定やこれに基づく措
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置の実施を図ることが重要である。  

（２）国及び地方公共団体の連携  

法第４条では、国及び地方公共団体は、相互に連携を図りながら、次世

代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない

こととされている。  

次世代育成支援対策は、「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」

と「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を「車の両輪」として取り

組むことが必要であることに鑑み、国及び地方公共団体は、「次世代育成

支援対策地域協議会」等の活用により、恒常的な意見交換を行い、連携・

協力して地域の実情に応じた次世代育成支援対策の推進を図ることが必要

である。  

（３）市町村及び都道府県の間並びに市町村間の連携  

法第 10条第１項では、都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策

定上の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めることと

されており、小規模市町村への配慮を含め、適切に対応することが求めら

れる。  

また、市町村及び都道府県は、行動計画の策定に当たって、相互にその

整合性が図られるよう、互いに密接な連携を図ることが必要である。  

さ ら に 、 市 町 村 行 動 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、 必 要 に 応 じ て 広 域 的 な

サービス提供体制の整備等、近隣市町村間での連携・協力の在り方につい

て検討することが重要である。  

（４）国、地方公共団体等と一般事業主との連携  

法第５条では、事業主は、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援

対策に協力しなければならないこととされている。  

また、一般事業主は、一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の

実施に関する援助業務を行う次世代育成支援対策推進センターによる相談

その他の援助を活用することなどにより、適切な一般事業主行動計画の策

定やこれに基づく措置の実施に努めることが望ましい。  

さらに、地方公共団体及びその区域内に事業所を有する一般事業主は、

行動計画の策定に当たって、地域における次世代育成支援対策が効果的に

実施されるよう、必要に応じて情報交換・意見交換を行う等密接な連携を

図ることが重要である。  

（５）地域の事業主や民間団体等との協働  

仕事と生活の調和の実現に向けた働き方の改革を始め、次世代育成支援

対策は、それぞれの地域の企業、子育て支援を行う団体等が相互に密接に

連携し、協力し合いながら、地域の実情に応じた取組を進めていくことが

重要である。  

４  次世代育成支援対策地域協議会の活用  

法第 21条第１項では、地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支

援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対
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策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援

対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を組織することができると

されており、地方公共団体及び一般事業主は、行動計画の策定やこれに基づ

く措置の実施に当たっては、必要に応じて、地域協議会を十分に活用すると

ともに、密接な連携を図ることが望ましい。  

地域協議会の形態としては、例えば、次に掲げるものが考えられる。  

（１）市町村及び都道府県の行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関し、

意見交換等を行うため、地方公共団体、事業主、労働者、子育てに関する

活動を行う地域活動団体、保健・福祉関係者、教育関係者、都道府県労働

局等の幅広い関係者で構成されるもの  

（２）一般事業主行動計画の策定やこれに基づく措置の実施に関し、情報交換

等を行うため、地域の事業主やその団体等で構成されるもの  

（３）地域における子育て支援サービスの在り方等について検討を行うため、

地域の子育て支援事業の関係者等で構成されるもの  

（４）家庭教育への支援等について検討を行うため、教育関係者等で構成され

るもの  

    なお、地域協議会と、支援法第 77条第１項及び第４項に規定する審議会

その他の合議制の機関について、両者に必要な構成員を確保した上で一つ

の会議体に両者の機能を担わせることは差し支えない。  

 

三  市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項  

１  市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たっての基本的な視点  

（１）子どもの視点  

我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもに関わる

種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請されている。こ

のような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ど

も自身であることから、次世代育成支援対策の推進においては、子どもの

幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮すること

が 必 要 で あ り 、 特 に 、 子 育 て は 男 女 が 協 力 し て 行 う べ き も の と の 視 点 に

立った取組が重要である。  

（２）次代の親の育成という視点  

子どもは次代の親となるものとの認識の下に、豊かな人間性を形成し、

自立して家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った子どもの健

全育成のための取組を進めることが必要である。  

（３）サービス利用者の視点  

核家族化や都市化の進行等の社会環境の変化や国民の価値観の多様化に

伴い、子育て家庭の生活実態や子育て支援に係る利用者のニーズも多様化

しており、また、農林水産業等の個々の業種ごとの家庭の特性を踏まえる

ことも重要であることから、次世代育成支援対策の推進においては、この

よ う な 多 様 な 個 別 の ニ ー ズ に 柔 軟 に 対 応 で き る よ う に 、 利 用 者 の 視 点 に
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立った柔軟かつ総合的な取組が重要である。  

（４）社会全体による支援の視点  

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義

的責任を有するという基本的認識の下に、国及び地方公共団体はもとより、

企業や地域社会を含めた社会全体で協力して取り組むべき課題であること

から、様々な担い手の協働の下に対策を進めていくことが必要である。  

（５）仕事と生活の調和の実現の視点  

憲章においては、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひ

とりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも

に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の

各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされている。  

働き方の見直しを進め、仕事と生活の調和を実現することは、国民の結

婚や子育てに関する希望を実現するための取組の一つとして、少子化対策

の観点からも重要であり、憲章においても、社会全体の運動として進めて

いくこととされている。こうした取組については、地域においても、国及

び地方公共団体や企業を始めとする関係者が連携して進め、自らの創意工

夫の下に、地域の実情に応じた展開を図ることが重要である。  

（６）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の視点  

緊急対策においては、多くの若者が将来家庭を持つことを望み、希望す

る子どもの数は平均２人以上となっているが、晩婚化・未婚化が進み、合

計特殊出生率も低い水準にとどまっており、結婚や妊娠、出産に対する国

民の希望が叶えられていないとされている。  

このため、「子育て支援」と「働き方改革」の一層の強化に加え、新た

に「結婚・妊娠・出産支援」を対策の柱として打ち出し、結婚・妊娠・出

産・育児の切れ目ない支援を推進することが、それらに関する国民の希望

を実現していくためにも重要である。  

また、少子化の状況は地域によって異なっていることから、地域の創意

工夫の下、地域の実情に応じた結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援

の展開を図ることが重要である。  

（７）全ての子どもと家庭への支援の視点  

次世代育成支援は、保育士を始めとする専門的知識及び技術を持つ担い

手ばかりでなく、様々な地域の担い手や社会資源によって担われるもので

ある。  

また、次世代育成支援対策は、子育てと仕事の両立支援のみならず、子

育ての孤立化等の問題を踏まえ、広く全ての子どもと家庭への支援という

観点から推進することが必要である。  

その際には、社会的養護を必要とする子どもの増加や虐待等の子どもの

抱える背景の多様化等の状況に十分対応できるよう、社会的養護体制につ

いて質・量ともに整備を進めることとし、家庭的な養護の推進、自立支援

策の強化という観点も十分踏まえて取組を進めることが重要である。  
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（８）地域の担い手や社会資源の効果的な活用の視点  

地域においては、子育てに関する活動を行うＮＰＯ、子育てサークル、

母親クラブ、子ども会、自治会を始めとする様々な地域活動団体、社会福

祉協議会やベビーシッター等の様々な民間事業者、児童委員・主任児童委

員等が活動するとともに、高齢者、障害者等に対するサービスを提供する

民間事業者等もあるほか、子育て支援等を通じた地域への貢献を希望する

高齢者や育児経験豊かな主婦その他の地域人材も多く、加えて森林等の豊

かな自然環境や地域に受け継がれる伝統文化等もあることから、こうした

様々な地域の担い手や社会資源を十分かつ効果的に活用することが必要で

ある。  

  また、児童福祉法第 48条の２及び第 48条の３の規定を踏まえた児童養護

施設等及び保育所の活用や、児童館、公民館、学校施設等を始めとする各

種の公共施設の活用を図ることも重要である。  

（９）サービスの質の視点  

利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するためには、サー

ビス供給量を適切に確保するとともに、サービスの質を確保することが重

要である。このため、次世代育成支援対策においては、サービスの質を評

価し、向上させていくといった視点から、人材の資質の向上を図るととも

に、情報公開やサービス評価等の取組を進めることが重要である。  

（ 10）地域特性の視点  

都市部と農山漁村の間の相違を始め、人口構造や産業構造、更には社会

資源の状況等地域の特性は様々であり、利用者のニーズ及び必要とされる

支援策も異なることから、次世代育成支援対策においては、各地方公共団

体が各々の特性を踏まえて主体的な取組を進めていくことが必要である。  

２  市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に当たって必要とされる手続  

（１）現状の分析  

市町村行動計画等の策定に当たっては、４及び５に基づき行ってきた市

町村行動計画等に基づく措置の実施状況の点検・評価の結果を十分に踏ま

えることが重要である。  

（２）多様な主体の参画と情報公開  

市町村行動計画等を策定し、又は変更しようとするときは、法第８条第

３項及び第９条第３項に基づき、あらかじめ、住民の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずるとともに、法第８条第４項及び第９条第４項に基

づき、あらかじめ、事業主、労働者、その他の関係者の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。  

なお、事業主、労働者、その他の関係者が主体となって、利用者の視点

に立った評価指標を考える仕組みを誘導するなど、行動計画の策定段階か

らの多様な主体の参画を促進することも重要である。  

加えて、市町村及び都道府県が、市町村行動計画等を策定し、又は変更

したときは、法第８条第５項及び第９条第５項に基づき、遅滞なく公表す
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るよう努めることが必要である。  

３  市町村行動計画及び都道府県行動計画策定の時期等  

市町村行動計画等は５年ごとに、５年を一期として策定するものとされて

いる。１回目に策定される市町村行動計画等（前期計画）については、平成

27年度から平成 31年度までを計画期間として策定することが望ましい。  

また、２回目に策定する市町村行動計画等（後期計画）については、前期

計画に係る必要な見直しを平成 31年度までに行った上で、平成 32年度から平

成 36年度までを後期計画の期間として策定することが望ましい。  

４  利用者の視点に立った点検・評価のための指標の導入  

基本指針第三の六の３における達成状況の点検・評価と連携して、個別事

業の進捗状況（アウトプット）に加え、個別事業を束ねた施策や計画全体の

成果（アウトカム）についても点検・評価することが重要である。  

次世代育成支援対策の推進においては、利用者の視点に立った柔軟かつ総

合的な取組が重要であり、このような取組を評価するため、利用者の視点に

立った指標を設定し、点検・評価を行い、施策の改善につなげていくことが

望まれる。  

５  市町村行動計画及び都道府県行動計画の実施状況の点検・評価及び推進体  

 制  

法第８条第７項及び第９条第７項では、市町村及び都道府県は、定期的に、

市町村行動計画等に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、市町村行

動計画等に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することそ

の他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとされていること

から、各種施策が利用者の直面している問題や課題の解消に役立ったか、満

足できるものであったか等、利用者側の視点に立った点検・評価を実施し、

その結果を毎年度の予算編成や事業実施に反映させる、計画（Ｐｌａｎ）、

実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）を確立することが重要である。  

この際、これら一連の過程を開かれたものとするため、地域における子育

て支援事業の関係者や子育てに関する活動を行うＮＰＯ等が参画する場を設

けることも考えられる。その際、地域協議会などを活用することも考えられ

る。  

また、法第８条第６項及び第９条第６項では、市町村及び都道府県は、お

おむね１年に一回、市町村行動計画等に基づく措置の実施の状況を公表する

よう努めることとされており、この計画の実施状況等に係る情報の広報誌や

ホームページへの掲載等により、住民に分かりやすく周知を図るとともに、

住民の意見等を聴取しつつ、その後の対策の実施や計画の見直し等に反映さ

せるよう努めることが必要である。  

６  他の計画との関係  

市町村行動計画等は、地域福祉計画（社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）

第 107条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第 108条に規定する都道府県
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地域福祉支援計画をいう。）、自立促進計画（母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和 39年法律第  129号）第 11条第２項第３号に規定する自立促進計画を

いう。以下同じ。）、障害者計画（障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）第

11条第２項に規定する都道府県障害者計画及び同条第３項に規定する市町村

障害者計画をいう。）、子ども・子育て支援事業計画、都道府県子どもの貧

困対策計画（子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25年法律第 64号）

第９条第１項に規定する計画をいう。）その他の法律の規定により市町村又

は都道府県が策定する計画であって、次世代育成支援に関する事項を定める

ものとの間の調和が保たれたものとすることが必要である。  

なお、市町村行動計画等と盛り込む内容が重複する他の法律の規定により

市町村又は都道府県が策定する計画については、市町村行動計画等と一体の

ものとして策定して差し支えない。また、子ども・子育て支援事業計画との

関係については、一の３の記載のとおり。  

 

四  市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項  

１  市町村行動計画  

市町村は、住民に最も身近な地方公共団体としての役割を踏まえ、次世代

育成支援対策を総合的に、かつ、きめ細かく行えるよう、子どもと子育て家

庭への支援に関連する施策及び事業を市町村行動計画に体系的に盛り込むこ

とが必要である。  

市町村行動計画に盛り込むべき事項としては、法第８条第１項において、

①地域における子育ての支援、②母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び

増進、③子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、④子どもを

育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、⑤職業生活と

家庭生活との両立の推進、⑥その他の次世代育成支援対策の実施が掲げられ

ており、こうした施策の領域を踏まえ、計画の策定に当たるものとする。  

計画の策定に当たっては、次に掲げる次世代育成支援対策として重要な施

策を踏まえつつ、各市町村の実情に応じた施策をその内容に盛り込むことが

必要である。  

なお、指定都市、中核市及び児童相談所設置市にあっては、行動計画策定

指針において都道府県行動計画に盛り込まれている内容のうち、指定都市、

中核市及び児童相談所設置市が処理することとされているものについては、

適切に市町村行動計画に盛り込むことが必要である。  

（１）地域における子育ての支援  

ア  地域における子育て支援サービスの充実  

専業主婦家庭や母子家庭等を含めた全ての子育て家庭への支援を行う

観 点 か ら 、 市 町 村 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 に 従 い 、 地 域 に お け る

様々な子育て支援サービスの充実を図ることが重要である。  

また、これらの取組に際しては、親が障害を持つ家庭等についても適

切に子育て支援サービスが提供されるよう、きめ細かな配慮が求められ

(8)  



11 

る。  

イ  保育サービスの充実  

市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、必要な措置の実施に努め

ることが重要である。  

ウ  子育て支援のネットワークづくり  

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービス

を効果的・効率的に提供するとともに、サービスの質の向上を図る観点

から、地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を促進

し、また、各種の子育て支援サービス等が、利用者に十分周知されるよ

う、子育てマップや子育てガイドブックの作成・配布等による情報提供

を行うことが必要である。  

また、地域住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子

育て家庭を支えることができるよう、子育てに関する意識啓発等を進め

ることが望ましい。  

エ  子どもの健全育成  

（ア）児童館や青少年教育施設等を活用した地域の協力による子どもの健

全育成  

地域社会における子どもの数の減少は、遊びを通じての仲間関係の

形成や子どもの社会性の発達と規範意識の形成に大きな影響があると

考えられるため、全ての子どもを対象として放課後や週末等に、地域

の方々の協力を得て、地域において子どもが自主的に参加し、自由に

遊べ、学習や様々な体験活動、地域住民との交流活動等を行うことが

できる安全・安心な居場所づくりの推進が重要である。  

また、子どもの健全育成を図る上で、児童館、公民館、青少年教育

施設、学校等の社会資源及び児童委員、主任児童委員、子育てに関す

る活動を行うＮＰＯ、地域ボランティア、子ども会、自治会等を活用

した取組を進めることが効果的である。とりわけ、子どもの健全育成

の拠点施設の一つである児童館が、子育て家庭が気軽に利用できる自

由な交流の場として、絵本の読み聞かせや食事セミナーの開催等、親

子の触れ合いの機会を計画的に提供するとともに、保護者への子育て

支援を積極的に実施することが重要である。また、地域における中学

生・高校生の活動拠点として、児童館の積極的な活用を図ることが重

要である。青少年教育施設は、地域における青少年の活動拠点として、

自然体験活動を始めとする多様な体験活動の機会の提供を行っており、

積極的な活用を図ることが重要である。学校においては、教職員の自

主的な参加・協力を得つつ、学校施設の開放等を推進することが望ま

しい。  

さらに、児童委員・主任児童委員が、地域における子育て支援や子

どもの健全育成を通じた虐待の防止の取組等子どもと子育て家庭への

支援を住民と一体となって進めることが必要である。  
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あわせて、性の逸脱行動の問題点等について、教育・啓発を推進す

ることが重要である。また、いじめ問題への対応や少年非行等の問題

を抱える子どもの立ち直り支援、保護者の子育て支援並びに引きこも

り及び不登校への対応においては、児童相談所、学校、保護司、警察、

地域ボランティア等が連携して地域社会全体で対処することが重要で

あり、地域ぐるみの支援ネットワークの整備や個別的・具体的な問題

に対して関係機関による専門チームを編成し、対応するための参加・

協力体制を整備することが望ましい。  

（イ）放課後子ども総合プラン  

仕事と子育ての両立を支援するため、保護者が労働等により昼間家

庭にいない小学生の遊び及び生活の場を確保するとともに、次代を担

う人材を育成する観点から、全ての小学生が放課後等を安心かつ安全

に過ごし、多様な体験及び活動を行うことができるよう、「「日本再

興戦略」改訂 2014」（平成 26年６月 24日閣議決定）に記載された「放

課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童健全育成事業及び地域

住民等の参画を得て、放課後等に全ての子どもたちを対象として学習

や体験・交流活動などを行う事業（以下「放課後子供教室」という。）

を着実に推進することが重要である。その際、小学校の余裕教室等を

活用し、これらの事業を可能な限り一体的に実施することが望ましい。 

このため、市町村は、放課後児童健全育成事業の平成 31年度に達成さ

れるべき目標事業量（市町村子ども・子育て支援事業計画に定める放

課後児童健全育成事業の平成 31年度の量の見込み）並びに放課後児童

健全育成事業及び放課後子供教室を一体的に実施する平成 31年度に達

成されるべき目標事業量（箇所数）を設定するとともに、放課後子供

教室の平成 31年度までの整備計画や、放課後児童健全育成事業及び放

課後子供教室の一体的な、又は連携した実施に関する具体的な方策、

小学校の余裕教室等の活用に関する具体的な方策、教育委員会と福祉

部局の具体的な連携に関する方策等について検討し、市町村行動計画

に盛り込むことが重要である。  

なお、新たに放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室を実施す

る場合にあっては小学校の余裕教室等でこれらの事業を一体的に実施

することを基本とすることにより、既に小学校の余裕教室等でこれら

の事業を実施している場合にあっては放課後児童健全育成事業の対象

となる小学生も放課後子供教室の活動に参加することが促進されるよ

うプログラムを充実すること、これらの事業に従事する者等の連携を

確保すること等により、これらの事業の一体的な実施を推進していく

ことが重要である。  

また、放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、教育委員会と

福祉部局が連携して小学校の余裕教室等を活用することを基本とし、

既に放課後児童健全育成事業を実施している場合についてもニーズに
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応じて活用できるようにすることが望ましい。その上で、必要に応じ、

希望する幼稚園などの地域の社会資源の活用を検討するとともに、そ

の運営に当たっては、開所時間の延長に係る取組や高齢者等の地域の

人材の活用等、地域の実情に応じた効果的・効率的な取組を推進する

ことが重要である。  

オ  地域における人材養成  

子ども・子育て支援制度では、保育所や幼稚園における子育て支援の

みならず、地域のニーズに応じた子育て支援を充実するため、支援の担

い手となる人材の確保が重要である。そこで、高齢者や育児経験豊かな

主婦その他の地域人材を中心とした養成と、それらの人材を効果的に活

用することが重要である。  

カ  その他  

アからオまでに掲げる施策を実施するに当たっては、地域の高齢者の

参画を得る等、世代間交流の推進を図ることが必要である。また、幼稚

園の園庭・園舎を開放し、子育て相談や未就園児の親子登園等を推進す

ることや各種の子育て支援サービスの場として学校の余裕教室等公共施

設の余裕空間や商店街の空き店舗を活用することが望ましい。  

（２）母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進  

母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進を図る観点から、保健、

医療、福祉及び教育の分野間の連携を図りつつ、地域における母子保健施

策等の充実が図られる必要がある。  

また、計画の策定に当たっては、 21世紀における母子保健の国民運動計

画である「健やか親子 21（第２次）」の趣旨を十分踏まえたものとすると

ともに、母子保健推進員、愛育班等の地域に根ざした住民活動との連携等

につ い ても 留 意す る こと が 望ま し い。  さら に 、市 町 村保 健 セン タ ー等 市

町村において子育て支援の拠点となるべき基盤が適切に整備され、母子保

健事業の推進に必要な保健師、管理栄養士等の人材が確保されることが重

要である。  

ア  切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策  

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保さ

れるよう、乳幼児健診、新生児訪問、両親学級、予防接種等の母子保健

における健康診査、訪問指導、保健指導等の充実が必要である。  

特に、親の育児不安の解消等を図るため、乳幼児健診の場を活用し、

親への相談指導等を実施するとともに、児童虐待の発生予防の観点を含

め、妊娠期からの継続した支援体制の整備を図ることが重要である。  

また、こうした乳幼児健診等の場を通じて、誤飲、転落・転倒、やけ

ど等の子どもの事故の予防のための啓発等の取組を進めることが望まし

い。  

さらに、妊娠や出産についての満足の程度が、産後のメンタルヘルス

や育児の状況にも関わることから、妊娠・出産・育児期の環境整備の充
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実が求められる。妊婦やその家族に対する出産準備教育や相談の場の提

供等を行うことはもとより、出産体験の振り返りの機会の提供や産後・

育児期の支援の充実が必要である。  

イ  学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実  

10代の自殺や性、不健康やせ等の思春期における課題は、次世代の子

どもの心身の健康に関する重要な課題であり、その重要性を認識し保健

対策の充実等を進めることが重要である。  

10代の自殺死亡率の減少に向け、保健・福祉関係者、教育関係者、地

域活動団体等の幅広い関係者が、児童生徒の問題行動の未然防止や自殺

の兆候の早期発見、原因の早期解消等に取り組むほか、児童生徒の心の

ケアを進める相談体制の充実が重要である。  

10代の人工妊娠中絶、性感染症等の問題に対応するため、性に関する

健全な意識の涵かん養と併せて、性や性感染症予防に関する正しい知識

の普及を図ることが重要である。また、妊娠前から妊娠・出産・育児に

関する正しい知識を得られるなどの健康行動が求められるとともに、思

春期の子どもの身体的・心理的状況を理解し子どもの行動を受け止める

など地域づくりが重要である。  

さらに、喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の問

題に係る専門家の養成及び地域における相談体制の充実等を進めること

が重要である。  

ウ  「食育」の推進  

朝食欠食等の食習慣の乱れや思春期やせに見られるような心と身体の

健康問題が子どもたちに生じている現状に鑑み、乳幼児期からの正しい

食事の摂り方や望ましい食習慣の定着及び食を通じた豊かな人間性の形

成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保健分野や教育

分野を始めとする様々な分野が連携しつつ、乳幼児期から思春期まで発

達段階に応じた食に関する学習の機会や情報提供を進めるとともに、保

育所の調理室等を活用した食事づくり等の体験活動や子ども参加型の取

組を進めることが重要である。  

また、低出生体重児の増加等を踏まえ、母性の健康の確保を図る必要

があることから、妊娠前からの適切な食生活の重要性を含め、妊産婦等

を対象とした食に関する学習の機会や情報提供を進めることが重要であ

る。  

エ  子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり  

親が安心して子どもを生み育て、子どもが将来に夢を持って健やかに

育つ環境を築くためには、国や地方公共団体による子育て支援策の拡充

に加え、地域、学校、企業等が協調しながらネットワークを作り、親子

を温かく見守り支える機運を社会全体で高めていくことが重要である。  

母子保健に携わる者は、日常の様々な活動を通じて、関連機関の連携

を有機的なものとするとともに、地域におけるネットワークの構築と成
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熟のための努力が重要である。  

オ  小児医療の充実  

小児医療体制は、安心して子どもを生み、健やかに育てることができ

る環境の基盤となるものであることから、小児医療の充実・確保に取り

組むこと、特に小児救急医療について、都道府県、近隣の市町村及び関

係機関との連携の下、積極的に取り組むことが望ましい。  

（３）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備  

ア  次代の親の育成  

男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの意義に

関する教育・広報・啓発について、各分野が連携しつつ効果的な取組を

推進することが必要である。  

また、家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女が、その希望を

実現することができるようにするため、地域社会の環境整備を進めるこ

とが必要である。  

特に、中学生、高校生等が、子どもを生み育てることの意義を理解し、

子どもや家庭の大切さを理解できるようにするため、保育所、幼稚園、

児童館、乳幼児健診の場等を活用し、乳幼児と触れ合う機会を広げるた

めの取組を推進することが必要である。  

イ  子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備  

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長することがで

きるよう、次のような取組により、学校の教育環境等の整備に努めるこ

とが必要である。  

（ア）確かな学力の向上  

子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことができるよう、

基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に

学習に取り組む態度などの確かな学力を身につけさせるため、教育内

容・方法の一層の充実を図ることが重要である。そのため、子ども、

学校及び地域の実態を踏まえて創意工夫し、子ども一人一人に応じた

きめ細かな指導の充実や外部人材の協力による学校の活性化等の取組

を推進することが望ましい。  

全国学力・学習状況調査の結果から、児童生徒の学力、学力と学習

状況の関係等を分析・検証し、課題がみられる学校の改善に向けた取

組への支援を行うことが重要である。  

（イ）豊かな心の育成  

豊かな心を育むため、道徳教育の指導方法や指導体制の工夫改善等

を進め、子どもの心に響く道徳教育の充実を図るとともに、地域と学

校との連携・協力により、農山漁村における長期宿泊体験活動を始め

とした多様な体験活動や子どもの読書活動を推進する等の取組の充実

が重要である。  

また、いじめ、暴力行為、不登校等に対応するために、専門家によ
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る 相 談 体 制 の 強 化 、 学 校 、 家 庭 、 地 域 及 び 関 係 機 関 と の 間 の ネ ッ ト

ワークづくり等も重要である。  

（ウ）健やかな体の育成  

子どもの体力が低下傾向にあり、生活習慣の乱れや肥満の増加等の

現代的課題が指摘されている現状を踏まえ、子どもが生涯にわたって

積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を育成するため、優れ

た指導者の育成及び確保、指導方法の工夫及び改善等を進め、体育の

授業を充実させるとともに、子どもが自主的に様々なスポーツに親し

むことができる運動部活動についても、外部指導者の活用や地域との

連携の推進等により改善し、また充実させる等、学校におけるスポー

ツ環境の充実を図ることが重要である。また、子どもに生涯にわたる

心身の健康の保持増進に必要な知識や適切な生活習慣等を身に付けさ

せるための健康教育を推進することが重要である。  

（エ）信頼される学校づくり  

学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の活用等により、

保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支援の充実

を図り、社会総がかりで子どもたちを育む「地域とともにある学校づ

くり」を進めることが重要である。  

また、指導が不適切な教員に対する人事管理を公正かつ適正に行う

とともに、教員一人一人の能力や実績等を適正に評価し、それを配置、

処遇、研修等に適切に結び付けることも重要である。  

さらに、子どもに安全で豊かな学校環境を提供するために、学校施

設の整備を適切に行っていくことも必要である。  

あわせて、学校においては、児童生徒が安心して教育を受けること

ができるよう、各学校が、家庭や地域の関係機関・関係団体とも連携

しながら、地域全体で子どもの安全を見守る環境を整備することが重

要である。  

（オ）幼児教育の充実  

市町村子ども・子育て支援事業計画に従い、必要な措置の実施に努

めることが重要である。  

ウ  家庭や地域の教育力の向上  

学校・家庭・地域がそれぞれの役割・責任を自覚し、連携・協力し、

地域社会全体で子どもを育てる観点から、家庭や地域の教育力を総合的

に高め、社会全体の教育力の向上を目指すことが重要である。  

（ア）豊かなつながりの中での家庭教育への支援の充実  

家庭教育の自主性を尊重しつつ、地域や学校を始めとする豊かなつ

ながりの中で家庭教育が行われるよう、親子の育ちを応援する学習機

会を充実させるとともに、養成した人材を活用した支援等のコミュニ

ティの協働による家庭教育支援を強化することが重要である。また、

課題を抱える家庭への訪問や相談対応などを学校及び福祉等と連携し
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て行う仕組みづくりも重要である。  

さらに、早寝早起きや朝食を摂るなどの、子どもの望ましい基本的

な生活習慣を育成するための環境を整えることが重要であることから、

企業と連携した生活習慣づくりや、中高生以上の世代向けの普及啓発

を推進することが重要である。  

（イ）地域の教育力の向上  

子どもが、自分で課題を見つけ、自ら学び主体的に判断し、行動し、

よりよく問題を解決する力や、他人を思いやる心や感動する心等の豊

かな人間性、たくましく生きるための健康や体力を備えた生きる力を、

学校、家庭及び地域が相互に連携しつつ社会全体で育んでいくことが

重要である。  

このため、地域住民や関係機関等の協力によって、学校と地域との

パートナーシップの下に地域で学校を支える体制づくりの推進、森林

等の豊かな自然環境等、地域の資源を活用した農林漁業体験や自然体

験などの多様な体験活動や子どもの読書活動の機会の積極的な提供、

世代間交流の推進及び学校施設の地域開放、総合型地域スポーツクラ

ブの整備、スポーツ指導者の育成等子どもの多様なスポーツニーズに

応える地域のスポーツ環境の整備を図ること等により、地域の教育力

を向上させ、活力ある地域づくりにもつなげることが重要である。  

また、地域における子育てに関連した様々な活動に学校の教職員が

自主的に参加するよう働きかけることも望ましい。  

さらに、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の遊び及び

生活の場を確保するとともに、次代を担う人材を育成する観点から、

放課後子ども総合プランに基づき、放課後児童健全育成事業及び放課

後子供教室を着実に推進することが重要である。  

エ  子どもを取り巻く有害環境対策の推進  

街中の一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に関する過

激な情報を内容とする雑誌、ビデオ、コンピュータ・ソフト等が販売さ

れていることに加え、テレビ、インターネット等のメディア上の性や暴

力等の有害情報やインターネット上のいじめについては、子どもに対す

る悪影響が懸念される状況であることから、関係機関・団体やＰＴＡ、

ボランティア等の地域住民と連携・協力をして、関係業界に対する自主

的措置を働きかけることが重要である。  

また、スマートフォン等の新たな情報機器の普及とともに、長時間利

用による生活リズムの乱れやコミュニティサイト等に起因する福祉犯被

害 等 が 問 題 と な っ て い る こ と を 踏 ま え 、 青 少 年 が 安 全 に 安 心 し て イ ン

ターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成 20年法律第 79

号 ） 等 に 基 づ き 、 学 校 、 Ｐ Ｔ Ａ 等 の 地 域 住 民 や 関 係 機 関 ・ 団 体 と の 連

携・協力を強化し、青少年がインターネットを適切で安全・安心に利用

できるようにするため、保護者に対するフィルタリング等の普及啓発を
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推進する必要がある。  

さらに、各種メディアへの過度な依存による弊害について啓発すると

ともに、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、地域、学校及

び家庭における情報モラル教育を推進することが重要である。  

（４）子育てを支援する生活環境の整備  

ア  良質な住宅の確保  

住生活基本計画（平成 23年３月 15日閣議決定）に基づき、深刻な少子

化の状況を踏まえ、子育て世帯を支援していく観点から、既存ストック

を活用しつつ、市場では十分な量が確保されないファミリー向け賃貸住

宅の供給を支援するなどの取組を推進することが望ましい。  

また、子育て世帯の居住の安定の確保を図るため、小さな子どものい

る世帯に対する公共賃貸住宅における入居資格の緩和や優先入居の実施

等に積極的に取り組むとともに、子育て世帯の入居を受け入れることと

している民間賃貸住宅に関する情報提供を進めることが望ましい。  

イ  良好な居住環境の確保  

住生活基本計画に基づき、子育て世帯が、地域において安全・安心で

快適な住生活を営むことができるよう、住宅のユニバーサルデザイン化

や子育て支援施設を併設した住宅の供給支援を行うことが望ましい。  

さらに、特に大都市地域において、職住近接型の市街地住宅の供給と

良好な住宅市街地の総合的な整備などにより、利便性の高い都心等での

居住を希望する子育て世帯のニーズへの対応を図ることが望ましい。  

加えて、室内空気環境の安全性を確保する観点から、シックハウス対

策を推進することが必要である。  

ウ  安全な道路交通環境の整備  

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法

律第 91号）に基づき、駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路に

ついて、移動等の円滑化を推進することが望ましい。  

また、生活道路等において、歩道等の整備、車両速度を抑制するよう

な物理的デバイスの設置等の対策を進め、歩車が共存する安全で安心な

道路空間を創出すること等が望ましい。  

また、事故の危険性の高い通学路において、歩道等の整備等、安全・

安心な歩行空間の創出を推進することが望ましい。  

さらに、妊婦等に配慮した道路上の駐停車場所の確保等を図ることが

望ましい。  

エ  安心して外出できる環境の整備  

（ア）公共施設、公共交通機関、建築物等のバリアフリー化  

妊産婦、乳幼児連れ等全ての人が安心して外出できるよう、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく基本構想等を

踏まえ、道路、公園、公共交通機関、公的建築物等において、段差の

解消等のバリアフリー化の推進に努めることが必要である。あわせて、
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妊産婦への配慮、ベビーカーの安全な使用や使用者への配慮等への理

解を深める「心のバリアフリー」のための取組等を行うことにより、

ハード・ソフトの両面から一体的なバリアフリー化を進めていくこと

が望ましい。  

（イ）子育て世帯にやさしいトイレ等の整備  

公共施設等において、子どもサイズの便器・手洗い器、ベビーベッ

ド、ベビーチェア、ゆったりした化粧室、授乳室の設置などの子育て

世帯が安心して利用できるトイレの整備や商店街の空き店舖等を活用

した託児施設等の場の整備を推進することが望ましい。  

（ウ）子育て世帯への情報提供  

「 子 育 て バ リ ア フ リ ー 」 マ ッ プ の 作 成 ・ 配 布 や 、 各 種 の バ リ ア フ

リー施設の整備状況等、子育て世帯へのバリアフリー情報の提供を推

進することが望ましい。  

オ  安全・安心まちづくりの推進等  

子どもが犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道

路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯罪等の

防止に配慮した環境設計を行うことが重要である。  

また、侵入による犯罪の防止を図るため、関係機関・団体と連携して、

防犯性能の高いドア、窓、シャッター等の建物部品や優良防犯機器の普

及促進を図ることが重要である。  

（５）職業生活と家庭生活との両立の推進等  

ア  仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し（長時間労働の抑制

に取り組む労使に対する支援等を含む。）  

仕事と生活の調和の実現については、憲章及び行動指針において、労

使を始め国民が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が支援するこ

と等により、社会全体の運動として広げていく必要があるとされている。  

このため、地域の実情に応じ、自らの創意工夫の下に、次のような施

策を進めることが望ましい。その際、都道府県、地域の企業、経済団体、

労働者団体、次世代育成支援対策推進センター、都道府県労働局、仕事

と生活の調和の実現のための働き方の見直しや子ども・子育て支援に取

り組む民間団体等と相互に密接に連携し、協力し合いながら、地域の実

情に応じた取組を進めることが重要である。  

（ア）仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住民の理解

や合意形成を促進するための広報・啓発  

（イ）法その他の関係法律、一般事業主行動計画、認定制度及び特例認定

制度に関する労働者、事業主、地域住民への広報・啓発  

（ウ）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直しや次世代育成支援

対策に取り組む企業や民間団体の好事例の情報の収集提供等  

（エ）企業における仕事と生活の調和に関する研修やコンサルタント・ア

ドバイザーの派遣  
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（オ）仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に付与される認定

マーク（くるみん）及び特例認定マーク（プラチナくるみん）の周知、

表彰制度等仕事と生活の調和を実現している企業を社会的に評価する

ことの促進  

（カ）融資制度や優遇金利の設定、公共調達における優遇措置等による、

仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業における取組の推進  

イ  仕事と子育ての両立のための基盤整備  

保 育 サ ー ビ ス 及 び 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 充 実 、 フ ァ ミ リ ー ・ サ

ポート・センターの設置促進等多様な働き方に対応した子育て支援を展

開することが重要である。  

（６）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進  

住民の結婚や妊娠・出産に関する希望を実現するため、結婚・妊娠・出

産・育児の切れ目ない支援の推進が重要である。  

こ の た め 、 妊 産 婦 等 の 地 域 の 実 情 に 応 じ た ニ ー ズ に 対 応 し 、 ラ イ フ ス

テージの各段階に応じたきめ細かい支援を行うことが望ましい。  

（７）子どもの安全の確保  

ア  子どもの交通安全を確保するための活動の推進  

子どもを交通事故から守るため、警察、保育所、学校、児童館、関係

民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対

策を推進することが必要である。  

（ア）交通安全教育の推進  

子ども及び子育てを行う親等を対象とした参加・体験・実践型の交

通安全教育を交通安全教育指針（平成 10年国家公安委員会告示第 15号）

に基づき段階的かつ体系的に行うとともに、地域の実情に即した交通

安全教育を推進するため、交通安全教育に当たる職員の指導力の向上

及び地域における民間の指導者の育成が重要である。  

（イ）チャイルドシートの正しい使用の徹底  

チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシー

トの使用効果及び正しい使用方法について普及啓発活動を積極的に展

開するとともに、正しい使用を指導する指導員を養成することにより、

幼児の保護者等に対する指導・助言、情報提供等の充実を図るほか、

チャイルドシートの貸出制度、助成制度等を積極的に実施・拡充する

ことにより、チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを進めるこ

とが重要である。  

（ウ）自転車の安全利用の推進  

子どもの自転車乗車時の乗車用ヘルメットの着用及び幼児同乗用自

転車の幼児用座席におけるシートベルトの着用を推進するとともに、

少子化対策や子育て支援の観点から幼児２人同乗用自転車の普及が促

進されるよう、貸出制度、助成制度等の導入や拡充、安全利用に係る

情報提供等について推進することが重要である。  
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イ  子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進  

子どもを犯罪等の被害から守るため、次の施策を講ずることが重要で

ある。  

（ア）住民の自主防犯行動を促進するための犯罪等に関する情報の提供の

推進  

（イ）子どもを犯罪等の被害から守るための関係機関・団体との情報交換

の実施  

（ ウ ） 学 校 付 近 や 通 学 路 等 に お け る Ｐ Ｔ Ａ 等 の 学 校 関 係 者 や 防 犯 ボ ラ ン

テ ィ ア 、 少 年 警 察 ボ ラ ン テ ィ ア 等 の 関 係 機 関 ・ 団 体 と 連 携 し た パ ト

ロール活動等の安全対策の推進及び学校と警察との橋渡し役としての

スクールサポーターの活用の推進  

（エ）子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための被害防止教育の推  

  進  

（オ）子どもの安全確保等のために活動する防犯ボランティア等に対する

支援  

ウ  被害に遭った子どもの保護の推進  

いじめ、児童虐待、犯罪等により被害を受けた少年の精神的ダメージ

を軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに対するカウンセリング、

保護者に対する助言等学校や児童相談所等の関係機関と連携したきめ細

かな支援を実施することが必要である。  

（８）要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進  

ア  児童虐待防止対策の充実  

養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、地域の子育て支援を活用

して虐待を予防するほか、虐待の早期発見、早期対応に努め、児童相談

所の権限や専門性を要する場合には、遅滞なく児童相談所の介入を求め

ることが重要であり、このための関係機関との連携強化が望まれる。  

（ア）関係機関との連携及び市町村における相談体制の強化  

市町村における虐待の発生予防、早期発見、早期対応等のためには、

地域の関係機関の連携並びに情報の収集及び共有により支援を行う要

保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）の取組及び機能

の強化が重要である。具体的には、協議会に、市町村（児童福祉、母

子保健等の担当部局）、児童相談所、保健センター、保健所、児童委

員、保育所及び児童家庭支援センターその他の児童福祉施設、学校、

教育委員会、警察、医療機関並びにＮＰＯ、ボランティア等の民間団

体等幅広い関係者の参加を得ることが望ましい。  

また、協議会の効果的な運営並びに市町村の虐待相談対応における

組織的な対応及び適切なアセスメントを確保するため、要保護児童対

策調整機関等の市町村の関係機関への専門性を有する職員の配置や、

都道府県等が実施する講習会等への参加、児童相談所の持っている相

談対応や援助の技術等を提供すること等を通じた市町村の相談体制等
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の強化及び資質の向上を図ることが望ましい。  

さらに、市町村は、一時保護等の実施が適当と判断した場合におけ

る児童相談所長等への通知を始め、児童相談所の専門性や権限を要す

る場合に児童相談所に適切に援助を求めるほか、都道府県と相互に協

力して、児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証を行うべきであ

る。これらの取組を通じ、市町村は都道府県との連携強化を図ること

が望まれる。  

（イ）発生予防、早期発見、早期対応等  

虐待の発生予防のため、健康診査や保健指導等の母子保健活動や地

域の医療機関等との連携、乳児家庭全戸訪問事業の実施等を通じて、

妊娠、出産及び育児期に養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を

早期に把握するとともに、特に支援を必要とする場合には、養育支援

訪問事業等の適切な支援につなげることが重要である。  

このためには、市町村において児童福祉担当部局と母子保健担当部

局が緊密な連携を図るとともに、医療機関等と市町村が効果的に情報

の提供及び共有を行うための連携体制の構築を図ることが重要である。  

また、乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査

や予防接種、乳児家庭全戸訪問事業など）を受けていない家庭や、必

要な届出を行わないままに転出入を繰り返す家庭等の居住実態が把握

できない家庭については、虐待発生のリスクが高い家庭と考え、市町

村内の子どもに関わる関係部署等（母子保健、児童福祉、住民基本台

帳等の担当部署や医療、教育、警察等の関係機関）と連携して当該家

庭の実態の把握に努めるとともに、協議会において関係機関で情報を

共有し、支援の必要性や支援の方針・内容等を検討すべきである。  

さらに、市町村は、虐待の発生予防、早期発見等のため、児童虐待

の防止等に関する法律（平成 12年法律第 82号）第６条第１項の規定に

よる通告の義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めるとと

もに、児童委員やＮＰＯ、ボランティア等の民間団体などを積極的に

活用することが重要である。  

（ウ）社会的養護施策との連携  

市町村が次世代育成支援対策を推進するに際しては、子育て短期支

援事業を実施する児童養護施設等との連携、市町村の求めに応じて技

術的助言等を行う児童家庭支援センターの活用等、社会的養護の地域

資源を地域の子ども・子育て支援に活用するための連携が重要である。

他方で、地域の里親や地域分散化を進める児童養護施設等において子

どもが健やかに成長するためには、市町村、学校、民間団体等の地域

の関係機関の理解と協力のほか、里親の開拓や里親支援につながる広

報・啓発等における都道府県との連携により、地域の中で社会的養護

が行えるような支援体制の整備をすることが重要である。また、母子

生活支援施設については、母子が一緒に生活しつつ母と子の関係に着
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目した支援を受けることができることから、福祉事務所、児童相談所、

婦人相談所等の関係機関と連携し、その積極的な活用、支援機能の充

実、広域利用の推進を図ることが重要である。  

イ  母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進  

母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 第 ６ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 母 子 家 庭 等

（以下「母子家庭等」という。）が増加している中で、母子家庭等の子

どもの健全な育成を図るためには、母子及び父子並びに寡婦福祉法等の

規定を踏まえて、きめ細かな福祉サービスの展開と自立・就業の支援に

主眼を置き、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経

済的支援策について、地域の母子家庭等の現状を把握しつつ、総合的な

対策を適切に実施していくよう努めることが重要である。  

具体的には、子育て短期支援事業、母子家庭日常生活支援事業及び父

子家庭日常生活支援事業、保育所の入所及び放課後児童健全育成事業等

の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進するとともに、市及び福祉

事務所を設置する町村においては、国の基本方針に則して、自立促進計

画を策定する等により母子家庭等就業・自立支援事業や母子家庭等自立

支援給付金事業等を総合的・計画的に進め、母子家庭等に対する支援を

充実させるとともに、就業支援の実施に当たっては、就業支援専門員を

配置しワンストップでの支援を提供するとともに、公共職業安定所等と

十分に連携し、効果的な実施に努めることが重要である。  

また、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を促進するため、民間事

業者に対する協力の要請や母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への

努力等、必要な施策を講ずるように努めることも必要である。  

さらに、住民に身近な地方公共団体として、母子家庭等に対する相談

体制の充実や施策・取組についての情報提供を行うよう努めることが重

要である。  

ウ  障害児施策の充実等  

障害の原因となる疾病及び事故の予防、早期発見並びに治療の推進を

図るため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査並びに学校における健康診

断等 を 推進 す る こと が 重 要 であ る 。  ま た、 障 害児 等 特 別な 支援 が 必 要

な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるよう

にする観点から、自立支援医療（育成医療）の給付のほか、年齢や障害

等に応じた専門的な医療や療育の提供が重要である。また、保健、医療、

福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、在宅支援の充実、就学支

援を含めた教育支援体制の整備等の一貫した総合的な取組を推進すると

ともに、児童発達支援センター等による地域支援・専門的支援の強化や

保育所等訪問支援の活用を通して地域の障害児等特別な支援が必要な子

どもとその家族等に対する支援の充実に努めることが重要である。  

さらに、自閉症、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）

等の発達障害を含む障害のある子どもについては、障害の状態に応じて、
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その可能性を最大限に伸ばし、当該子どもが自立し、社会参加をするた

めに必要な力を培うため、教員、保育士等の資質や専門性の向上を図る

とともに、専門家等の協力も得ながら一人一人の教育的ニーズに応じた

適切な支援等を行うことが重要である。  

そのためには、乳幼児期を含め早期からの教育相談や就学相談を行う

ことにより、本人や保護者に十分な情報を提供するとともに、認定こど

も園、幼稚園、保育所、小学校、特別支援学校等において、保護者を含

めた関係者が教育上必要な支援等について共通理解を深めることにより、

保護者の障害受容及びその後の円滑な支援につなげていくことが重要で

ある。また、本人及び保護者と市町村、教育委員会、学校等とが、教育

上必要な支援等について合意形成を図ることが望まれる。  

特に発達障害については、社会的な理解が十分になされていないこと

から、適切な情報の周知も重要であり、さらに家族が適切な子育てを行

えるよう家族への支援を行うなど、発達障害者支援センターとの連携を

密にしながら、支援体制整備を行うことが重要である。  

支援法第 27条第１項に規定する特定教育・保育施設、支援法第 29条第

１項に規定する特定地域型保育事業者、放課後児童健全育成事業を行う

者等は、障害児等特別な支援が必要な子どもの受入れを推進するととも

に、受入れに当たっては、各関係機関との連携を図ることが重要である。  

２  都道府県行動計画  （略）  

 

 

五  一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  （略）  

 

六  一般事業主行動計画の内容に関する事項  （略）  

 

七  特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  （略）  

 

八  特定事業主行動計画の内容に関する事項  （略）  


